
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大により 

国民年金業務で変わったこと 
 

※発言される方のお名前の前に（ ）で市の略称を入れています。【敬称略】 

（神）：神戸市 （京）：京都市 （阪）：大阪市 （堺）：堺市 （名）：名古屋市 

 

大山 NPO年金・福祉推進協議会の副理事長も務めております大山と申します。よろしくお願いいたします。 

佐々木 NPO年金・福祉推進協議会の事務局長の佐々木でございます。皆さん、本日はご参加をありがとうござ

います。時間に限りはございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

大山 それでは各市の皆さん、順番にお名前をお願いします。 

（神）林 神戸市の林と申します。よろしくお願いします。神戸市からは

担当者が２人、一緒に参加させていただきます。 

（神）齊藤 神戸市の年金担当の齊藤と申します。 

（神）帖佐 同じく帖佐と申します。 
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『いま、市町村も変わるとき』 
 

2021年9月8日、近畿ブロック５都市（神戸市、京都市、大阪市、堺市、名古屋市）の国民

年金担当者にご参加いただき、国民年金事務に関する意見交換会をオンラインで行いました。

その内容を今月号と来月号の２回にわたり報告します。 

 

近畿ブロック５都市 による オンライン意見交換会 
 

●参加者 神 戸 市 ： 齊藤千帆、 帖佐ようこ、 林 友美 

 京 都 市 ： 大隅智沙、 杉本 望、 藤田達也、 山本 凌 

 大 阪 市 ： 西村加奈子、 松本 

 堺  市 ： 松阪、 永渕（堺区） 

 名古屋市 ： 荒木 敦、 長坂那央 
（敬称略／各市の出席者は五十音順） 

 

●司 会  NPO法人年金・福祉推進協議会  大 山 均 

●コメンテーター  NPO法人年金・福祉推進協議会  佐々木 満 

前 編 

コメンテーター 

佐々木 

司会 

大 山 



 

（京）藤田 京都市の保険年金課担当課長の藤田です。京都市からは他に３人参加いた

します。 

（京）大隅 後期高齢者医療と年金担当の後期高齢医療係長の大隅です。 

（京）山本 年金担当の山本です。 

（京）杉本 年金担当の杉本です。 

（阪）西村 大阪市の年金担当をしています、西村といいます。 

（阪）松本 同じく大阪市の松本と申します。 

（堺）松阪 堺市の医療年金課の松阪と申します。 

（堺）永渕 堺区役所保険年金課年金係の永渕と申します。よろしくお願いします。 

（名）荒木 名古屋市保険年金課で事務係長をしております荒木と申します。 

（名）長坂 名古屋市保険年金課事務係年金担当の長坂と申します。 

大山 ありがとうございます。では、早速本題に入っていきたいと思います。 

 

機構には遠隔相談の導入を、 

国には標準化システムなどを要望 

大山 事前に神戸市の林さんから全国都市国民年金協議会（以下、都市協）の資料を

お送りいただきました。この都市協の要望書（※参考資料・後掲）の内容と、この度の

座談会の趣旨が共通しているところがあるかと思います。せっかくなので神戸市の林

さんから送っていただいた都市協の要望書を中心にお話を進めたいと思います。新型

コロナウイルス感染症の拡大予防の観点から都市協の総会は開かれず、ペーパーで皆

さんの合意を得たということですが、会長市であった神戸市さんから、どんな形でこ

ういう要望書が出てきたかということを簡単にご説明いただけますか。最初の１、２

の要望は、毎年必ず出てくるようなものだと思うのですが。 

（神）林 今年の要望書については、たとえば１であれば、新たに、テレビ電話を活用

した遠隔相談を導入してほしいという要望を入れています。これについては、以前、

年金事務所の広報誌に、日本年金機構が全国で３カ所、佐渡・五島・壱岐の離島に、

遠隔相談用のテレビ電話を設置したという記事が掲載されていたのですが、この環境

を離島対策としてだけではなく、全国の希望する自治体にもつくっていただき、市町

村と年金事務所を行き来することなく相談ができるようにしてほしいという要望に

なっています。たとえば、年金受給者が亡くなったときの未支給請求などでは必ず遺

族は、市町村と年金事務所の間を行き来することになりますが、その遠隔相談の環境

があれば、市町村に１回足を運ぶだけで、あとは郵送請求で済むケースが多いのでは

ないかと思います。 

 ２は「標準化システム」についての要望です。年金に限らず自治体の17の業務シス

テムの標準化について、国主導で今後進めていく中で、国は、市町村の意見・要望を

よく聞いていただいたうえで仕様書を作成してほしいという要望内容になっています。 

 また、例年にはなかったものとして、20歳の適用において本人届出が不要になったことと同様に、２号喪失者

の適用についても本人届出をなくして職権で処理をしてほしいという要望を追加しています。 

 今年の要望書について特に取り上げるとすれば、このような点だと思います。 

大山 ありがとうございます。当初、こちらで考えていたテーマに、いわゆる法定受託事務の問題がありますが、

毎回、都市協では、国民年金事務を日本年金機構へ一元化したほうがいいのではないかという意見が必ず出るか

と思います。最初に、このことについてのご意見をそれぞれの市のご担当の皆さまから伺いたいと思います。 
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神戸市 

上から林課長、齊藤さん、 

帖佐さん 

堺市 

上から松阪係長、永渕さん 

 

 



 

事務量は減っても学ぶことが多い毎日 

（神）林 年金事務の一元化の意見を聞く前に、例年、政令市会議や今回のよう

な関西の近隣５都市の会議が開催されていたのですが、ここ２年は開催されて

いなくて、皆さんとの顔合わせも実は今日が初めてです。ですから、できれば

各市の近況なども含めて、変化があったことなどをお聞きしたのですが。 

大山 了解しました。私は既に５つの市の方と全て意見交換が済んでいるのか

と思っておりましたが、そうではないのですね。ちょうどよかったです。では、

堺市さんからお願いできますか。今、林さんのお話にありましたように、自分

たちが抱えている仕事の状況についてお話しいただけますか。 

（堺）松阪 私は令和２年度から年金の業務に配属になりました。異動になった

時点でもう新型コロナウイルスの感染拡大の状況にあり、通常であれば研修な

どがあったかと思うのですが、研修もない状況で業務を覚えていかなければな

らず、苦労をしておりました。また、職員数も減少されているような状況で、

職員の事務継承が課題となっています。 

 各区の窓口では、新型コロナウイルスの影響で、対面ではなく郵便での対応

を積極的に取り入れている状況です。また、年金事務所とも密に連絡を取り合

って、いろいろな問題解決に取り組んでいっている次第です。 

 業務の分からない部分については皆さんにいろいろと教えてもらいながら、

事務を前に進めていっているような状況であります。 

大山 ありがとうございます。続いて大阪市さん、今の国民年金事務の状況や

現状についてお話しいただけますか。 

（阪）西村 私も昨年の７月から年金の担当になり、やっと、丸１年たったとこ

ろです。昨年はコロナ禍ということもあり、特例免除などの仕組みも新たに導

入されるなど、そもそもの免除も勉強しながら新しいことも覚えて、と苦労し

ました。また、今年も情報連携の仕組みなど、大きく変更されました。年金制

度は、制度改正が頻繫にあるので、積み上げていくのは大変な印象です。 

大山 ありがとうございました。続いて京都市さん、お願いします。 

（京）藤田 私は去年４月にこちらに参りました。それまでは区役所で課長をし

て、その現場の状況などを見てきたのですが、マイナンバーが本格的に普及す

るようになり、継続免除などの手続きも比較的スムーズにできるようになりま

した。市民との窓口業務はかなり改善してきていると思います。 

 一方で、障害年金のことで来られる方がコロナ禍においても多くいらっしゃ

います。コロナウイルスの感染拡大予防という観点からは、対面ではない対応

は望まれているわけですが、障害年金に関しては難しいというジレンマを抱え

ています。障害年金の窓口についても、市町村で対応するのではなく、年金機

構のほうで一元的に管理していただけるような形になると、われわれとしても、

住民の方にとってもいいのではないかと思っているところです。 

大山 ありがとうございます。ちょうど今、「障害年金事務の窓口の一元化」に

ついても、今回の要望書の２番目に出ているところですね。了解しました。続

きまして、名古屋市さん、お願いします。 
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京都市 

上から藤田課長、大隅さん、 

山本さん、杉本さん 

 

大阪市 

上から西村さん、松本さん 

 



 

（名）荒木 私は昨年度から事務係長に就任いたしました。年金事務につきまし

ては昨年度から担当しております。事務係長として、年金だけでなく、主に国

保の予算決算などの国保関係の事務などもしております。年金については担当

が２人いるのですが、ほとんど２人に任せている状態です。 

 私の年金の経験をお話ししますと、20年前の平成７年から平成１１年まで、区

役所で年金事務を担当しておりました。そのときと比べての話で恐縮ですが、

年金事務は、大幅に減っているなと感じています。事業自体が減ったのに併せ

て職員数も減らされているんですが、区役所ではある程度の人数がいて、問題

なく回っています。むしろ私ども本庁のほうが、２人だけしかいないものです

から、ノウハウの継承といった点で苦労している状況です。 

大山 今のお話で、20年前というと平成７年から平成１１年と、まだ国の直接執

行事務が位置付けられていなかった時代ですね。ちょうど時期としては地方分

権の前ですね。そういう意味で、当時は事務量が多かった、仕事の量が多かっ

たということになるのでしょうか。 

（名）荒木 そうですね。かなり多かったと記憶しております。 
 

国・機構による障害年金など国民年金事務の一元化を 

大山 なるほど、ありがとうございます。神戸市さんに戻ります。林さん、今、他の市の方のお話を伺えたと思

いますが、いかがですか。今度は神戸市さんの現況をご紹介いただければありがたいのですけれども。 

（神）林 では、せっかくですから担当者から現況を説明してもらいます。 

（神）齊藤 私は年金事務に関わるようになってから今年度で４年目です。この４年で、本当に大きく変わったと

思います。今まで皆さまからお話があったように、やはり情報連携が令和元年10月から始まったことが大きく、

年金機構のほうでも個人の所得などの情報を取れるようになったことで、区役所に回ってくる免除申請書の量も

半分くらいに減りました。ここ４年という本当に短い期間で、事務量がどんどん減っていると実感しています。 

（神）林 事務量が減ったというか、市町村の役割が減ったというか。その分、年金事務所とやりとりをする機会

もかなり減りました。市町村から所得情報を提供する必要がなくなって、日本年金機構としても市町村にお願い

することも、なくなりました。それが、情報連携が始まったことによって、特に変わった点です。このことは、

市町村にとっても良いことだと思います。日本年金機構が自立して事務を行えるということは、市町村が望む国

民年金事務の国での一元化、日本年金機構での一元化に近づいているということだと思います。 

 ただ、自治体としては、少しだけ事務が残ることになると、かえって困るところがあって、国や機構で年金事

務を実施するのであれば、完全に自治体事務はなくしてほしいと思っています。先ほど障害年金の話もありまし

たが、件数や量は減ったけれど、知識が必要な事務が残されてしまうと、人材育成や体制を維持していくには、

自治体にとっては、もっと負担になります。自治体の人事異動では、年金の専門職を配置することはできない状

況ですから、そういった中で、障害年金のような業務を継続していくには厳しい現状があります。 

 地方分権一括法施行後は、国民年金事務の国への一元化という要望が、政令市会議からも、全国都市協からも、

あがっていますが、実現するには難しい要望でした。国からは「住民にとって身近な窓口は市町村だから」とい

われて、本気にしてもらえなかったわけですが、機構における情報連携が開始され、新型コロナウイルス感染症

の影響で、年金関係でも、本人手続きの省略や、郵送申請などがどんどん進められています。令和４年度末まで

に免除申請の電子申請も導入されますし、身近な窓口が市町村ではなくなってきているのではないかと思います。

徐々に、市町村がそういう役割をしなくてもよくなってきているという意味で、事務の一元化の実現に向かって

いると思っています。 

後編は12月号（12月15日公開）に掲載します。 
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名古屋市 

上から荒木係長、長坂さん 

 



 

＜参考資料＞ 国民年金制度改善についての要望書（１/５） 
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＜参考資料＞ 国民年金制度改善についての要望書（２/５） 
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＜参考資料＞ 国民年金制度改善についての要望書（３/５） 
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＜参考資料＞ 国民年金制度改善についての要望書（４/５） 
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＜参考資料＞ 国民年金制度改善についての要望書（５/５） 
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